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1.事後評価のプロセス 

（1）「事後評価の方法」の実行の有無 

 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項について、記

載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

■ 行った 

 □ 行わなかった 

 （行わなかった場合、その理由） 

 

 ・令和 6年 11月 20日愛媛地域医療構想推進戦略会議において協議 

 

 

 

（2）審議会等で指摘された主な内容 

 事後評価の方法に記載した審議会等の意見を聞いた際に指摘された主な内容を記載するとともに、内

容の末尾に審議会等名とその開催日時を記載すること。なお、主な内容については、審議会等の議事概要

の添付も可とする。 

 

審議会等で指摘された主な内容 
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2.目標の達成状況 

 

令和5年度愛媛県計画に規定する目標を再掲し、令和5年度終了時における目標の達成状況について記

載。 

 

1.愛媛県の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

地域医療介護総合確保基金の対象事業（※1）については、地域医療構想に基づき医師会等関係団体

や医療機関から提案された事業を「全県事業」と「医療圏事業」に区分し、「医療圏事業」は各圏域に

設けられた「調整会議」において事業を精査したのち、「全県事業」と併せて「推進戦略会議」に諮り、

課題解決に効果的な事業を優先して取り組むとともに、医療と介護の総合的な確保を図ることとする。 

なお、介護分においては、医療介護総合確保区域の課題を解決し、高齢者が地域において、安心して

生活できるよう以下を目標に設定する。 

※ 地域医療介護総合確保基金の対象事業 

  Ⅰ-1地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 

   （病床の機能分化・連携） 

  Ⅰ-2地域医療構想の達成に向けた病床数又は病床の機能の変更に関する事業 

  Ⅱ居宅等における医療の提供に関する事業（在宅医療・介護サービスの充実） 

  Ⅲ介護施設等の整備に関する事業 

  Ⅳ医療従事者の確保に関する事業（医療従事者等の確保・養成） 

  Ⅴ介護事業者の確保に関する事業 

  Ⅵ勤務医の労働時間短縮に関する事業 

 

①-1 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

医療機関の施設・設備整備や医療スタッフの確保・配置等、病床の機能分化・連携に資する事業

を推進し、回復期病床の割合の増加や転院・在宅への移行促進を図る。 

【定量的な目標値】 

地域医療構想で記載する令和 7年度に必要となる医療機能ごとの病床数 

 (平成 28年度)  (令和 7年度) 

高度急性期 2,184床 → 1,326床 

急性期 8,631床 → 4,724床 

回復期 2,180床 → 4,893床 

慢性期 5,788床 → 3,879床 

【実施事業】 

・病床機能分化連携基盤整備事業 

・広域災害・救急医療情報システム運営事業 

・急性期医療連携ネットワーク整備モデル事業 

・医科歯科連携推進事業（機能分化のための歯科衛生士確保事業） 

・地域医療構想分析・アドバイザー事業 

 

①-2 地域医療構想の達成に向けた病床数又は病床の機能の変更に関する事業 

地域医療構想の実現を図る観点から、地域医療構想調整会議等の合意を踏まえて行う自主的な病

床削減や病院の統合による病床廃止に取り組む際の財政支援を実施する。 

【実施事業】 

・病床機能再編支援事業 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

在宅医療・歯科医療の連携拠点の整備・運営や在宅医療に携わる人材の育成・確保等を通じて、
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在宅医療提供体制の充実を図る。 

 

【定量的な目標値】 
 (平成 28年度)  (令和 7年度) 

・在宅療養支援病院数(各圏域 1以上) 達成 4圏域 → 各圏域 1以上 

・在宅療養支援診療所数(各圏域 15 以上) 達成 4圏域 → 達成 6圏域 

・在宅療養支援歯科診療所数(各圏域 10以上) 達成 4圏域 → 達成 6圏域 

・訪問薬剤指導を実施する薬局数(各圏域 50以上) 達成 3圏域 → 達成 6圏域 

・在宅看取りを実施している病院数(各圏域 1以上) 達成 5圏域 → 達成 6圏域 

・在宅看取りを実施している診療所数(各圏域 5以上) 達成 5圏域 → 達成 6圏域 

【実施事業】 

・在宅医療普及・連携促進事業費 

・看護師等育成強化事業 

・在宅医療支援薬剤師等普及事業 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

医療従事者の就労や研修、負担軽減に資する事業等を通じて、医療従事者の確保・養成を図る。 

【定量的な目標値】 

・へき地診療所の医師数 25人(H27) → 27人以上(R7) 

・産科医及び産婦人科医の数(人口 10万対) 8.8人(H28) → 9.2人以上(R7) 

・小児科医療に係る病院勤務医数 113.9人(H26) → 113.9人以上(R7) 

・小児科標榜診療所に勤務する医師数 92.5以上(H26) → 234.4以上(R7) 

・退院調整支援担当者を設置している一般診

療所数 (各圏域 1以上) 
達成 5圏域(H26) → 達成 6圏域(R7) 

・退院調整支援担当者を設置している病院数

(各圏域 5以上) 
達成 4圏域(H26) → 達成 6圏域(R7) 

【実施事業】 

・地域医療学講座設置事業 

・救急医療対策事業 

・医科歯科連携推進事業（歯科医療従事者等人材養成事業） 

・医療従事者勤務環境整備事業 

・看護師等養成所運営費補助金 

・看護師等支援事業 

・看護師等研修事業 

・保健師等指導事業 

・産科医等確保支援事業 

・周産期医療対策強化事業 

・感染制御学講座設置事業費 

・薬剤師支援事業 

 

2.計画期間 

  令和 5年 4月 1日～令和 8年 3月 31日 

□愛媛県全体（達成状況） 

1）目標の達成状況 

①-1 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

 【定量的な目標値】 

高度急性期 1,159床(事業実施により前年度+3床) 

急性期 8,023床(事業実施により前年度-296床) 
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回復期 3,176床(事業実施により前年度+138床) 

慢性期 4,353床(事業実施により前年度-76床) 

   （病床数は令和 5年 7月 1日時点） 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 【定量的な目標値】 

・在宅療養支援病院数 各圏域 1以上→5圏域達成(県合計 28) 

・在宅療養支援診療所数 各圏域 15以上→5圏域達成(県合計 199) 

・在宅療養支援歯科診療所数 各圏域 10以上→4圏域達成(県合計 133) 

・訪問薬剤指導を実施する薬局数 各圏域 50以上→5圏域達成(県合計 608) 

・在宅看取りを実施している病院数 各圏域 1以上→6圏域達成(県合計 36) 

・在宅看取りを実施している診療所数 各圏域 5以上→5圏域達成(県合計 171) 

   （令和 5年 4月 1日時点） 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

 【定量的な目標値】 

・へき地診療所の医師数 27人以上→24人(R5) 

・産科医及び産婦人科医の数(人口 10万対) 9.2人以上→9.3人(R4) 

・小児科医療に係る医療施設従事医師数 348.3人以上→191人(R4) 

・退院調整支援担当者を設置している病院数 各圏域 5以上→5圏域達成(県合計 64)(R5) 

・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 各圏域 1以上→4圏域達成(県合計 14)(R5) 

 

2）見解 

病床機能分化連携基盤整備については、大きな規模ではないが、地域医療構想の目標年次に向

けて、着実に転換が進んでいる。 

在宅療養支援の環境は徐々に整いつつあり、在宅医療にかかわる施設数は増えつつあるが、地

域偏在も見られるほか、医療機関相互の連携も不十分。進捗には地域差があり、目標に達する圏

域が増えているが、疾病構造の変化や高齢化の進展、医療技術の進歩、ＱＯＬ向上を重視した医

療への期待の高まりを踏まえ、今後も継続して取り組んでいく必要がある。 

医療従事者の確保については、大都市圏に医師が集中する流れが変わっておらず、勤務環境整

備、離職防止・復職対策や救急・周産期医療支援体制の整備等の各種対策を行うも、特定の診療

科目の医師確保が思うように進まず、医師の高齢化の進展等も加わり、医師の地域偏在も顕著化

された。 

 

3）改善の方向性 

病床機能分化連携基盤整備事業については、令和５年度に改定された第8次愛媛県地域保健医療

計画の中に2025年時点の必要病床数が示され、また公立・公的病院の改革プランも29年度中に出

揃い、公立病院経営強化プランの策定も進められていることから、今後圏域の中で議論が進んで

いくものと思われる。宇摩圏域における医療機関の統合に係る施設整備や、他圏域における病床

削減や機能転換に伴う施設整備等、各圏域で地域の実情に応じた医療提供体制の確保に向け、今

後も、地域医療構想調整会議での議論を進め、確保した基金や国の病床機能再編支援補助金等も

活用しながら、目標達成を図る。 

在宅医療については、目標に達する圏域が増えているが、更に地域に根差した活動を着実に進
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め、その裾野を広げる必要があることから、ニーズの高まりに応え得る在宅医療提供体制構築の

ため、基金を活用して関係機関による協議会設置や在宅医療確保のための課題の抽出や対応策の

検討を行っていくことにより、目標達成を図る。 

医療従事者確保については、定量的な目標に設定していたへき地医療や小児科医療に係る医師

数が目標に届いておらず、更に医師確保を進めることとしている。地域枠医師や自治医科大学卒

業医師の確保をはじめ、県独自の奨学金制度やドクターバンク事業等を実施するほか、医師不足

病院への支援、若手医師や医学生のキャリア形成支援の強化、県外医学生への卒後Ｕターンを促

進する活動、人材育成手法の検討と確立等により目標達成を図る。 

 

4）目標の継続状況 

  ■ 令和6年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 令和6年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

■宇摩圏域 

1.宇摩圏域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

宇摩圏域では、保健所の調整により、各市町、郡市医師会、医療機関等に要望調査を実施した上で、

ヒアリング及び地域医療構想調整会議を開催した結果、地域の課題として、不足する医療機能の充実

や医療機関の連携強化、在宅医療の提供体制の充実、医療従事者の育成等が挙げられている。 

 

①-1 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

将来的に病床機能分化へ繋げるための二次救急医療体制の確保、ＩＣＴを活用した地域医療ネット

ワークの連携強化を行うことで、転院・在宅へのスムーズな移行促進を図り、急性期病床から回復期病

床の転換促進につなげる。 

【定量的な目標値】 

地域医療構想で記載する令和 7年度に必要となる医療機能ごとの病床数 

 (平成 28年度)  (令和 7年度) 

高度急性期 10床 → 51床 

急性期 452床 → 317床 

回復期 174床 → 294床 

慢性期 401床 → 217床 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

在宅歯科医療連携室の整備や、在宅医療に携わる人材の育成・確保等を通じて、在宅医療提供体制の

充実を図る。 

【定量的な目標値】 
 (平成 28年度)  (令和 7年度) 

・在宅療養支援病院数 0機関 → 1機関以上 

・在宅療養支援診療所数 6機関 → 15機関以上 

・在宅療養支援歯科診療所数 6機関 → 10機関以上 

・訪問薬剤指導を実施する薬局数 30か所 → 50か所以上 

・在宅看取りを実施している病院数 0機関※ → 1機関以上 

・在宅看取りを実施している診療所数 4機関※ → 5機関以上 

  ※平成 26年度実績 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

救急医療体制の支援等による医師の負担の軽減、看護師養成施設の運営支援、歯科衛生士の就学・復
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職支援等を通じて、医療従事者の確保・養成を図る。 

【定量的な目標値】 

・小児科医療に係る病院勤務医数 4.1人(H26) → 4.1人以上(R7) 

・小児科標榜診療所に勤務する医師数 6.1人(H26) → 17.5人以上(R7) 

・退院調整支援担当者を設置している病院数 2機関(H26) → 5機関以上(R7) 

・退院調整支援担当者を設置している一般診

療所数 
0機関(H26) → 1機関以上(R7) 

 

2.計画期間 

令和 5年 4月 1日～令和 8年 3月 31日 

□宇摩圏域（達成状況） 

1）目標の達成状況 

①-1 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

【定量的な目標値】 

高度急性期 18床(目標との差-33床) 

急性期 396床(目標との差+79床) 

回復期 161床(目標との差-133床) 

慢性期 272床(目標との差+55床) 

（病床数は令和 5年 7月 1日時点） 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

【定量的な目標値】 

・在宅療養支援病院数 1機関以上→0機関 

・在宅療養支援診療所数 15機関以上→5機関 

・在宅療養支援歯科診療所数 10機関以上→9機関 

・訪問薬剤指導を実施する薬局数 30か所以上→37か所 

・在宅看取りを実施している病院数 1機関以上→3機関 

・在宅看取りを実施している診療所数 5機関以上→4機関 

   （令和 5年 4月 1日時点） 

 

 ④ 医療従事者の確保に関する目標  

【定量的な目標値】 

・小児科医療に係る医療施設従事医師数 21.6人以上→9人(R4) 

・退院調整支援担当者を設置している病院数 5機関以上→4機関 

・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 1機関以上→0機関 

 

2）見解 

病床機能強化とＩＣＴの活用により病床転換が進んだほか、医療従事者の離職防止・復職対策

や、在宅医療に関する専門知識習得のための講習会等の実施により、地域医療に携わる人材の確

保が促進されたが、依然厳しい状態であり、引き続き取り組んでいく必要がある。 

 

3）改善の方向性 

医療従事者、とりわけ特定科目の医師確保については、今後も厳しい状況が続くことが予想さ
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れるが、医師確保計画を基に医師確保を進め、今後も地域の限られた医療資源を最大限に有効活

用しながら、目標値達成に向け事業を継続して実施していく。 

 

4）目標の継続状況 

   ■ 令和6年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

   □ 令和6年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

■新居浜・西条圏域 

1.新居浜・西条圏域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

新居浜・西条圏域では、保健所の調整により、各市町、郡市医師会、医療機関等に要望調査を実施し

た上で、ヒアリング及び地域医療構想調整会議を開催した結果、地域の課題として、病院の機能分化

の推進、医師をはじめとする医療従事者の確保及び地域定着等が挙げられている。 

 

①-1 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

機能分化・連携につながる設備整備を行い、病床の削減・転換等を推進することで、圏域内での医療

機能の充実と回復期病床の増加に繋げる。 

 

【定量的な目標値】 

地域医療構想で記載する令和 7年度に必要となる医療機能ごとの病床数 

 (平成 28年度)  (令和 7年度) 

高度急性期 44床 → 196床 

急性期 1,701床 → 826床 

回復期 276床 → 677床 

慢性期 703床 → 648床 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

在宅歯科医療連携室の整備や、在宅医療に携わる人材の育成・確保等を通じて、在宅医療提供体制の

充実を図る。 

【定量的な目標値】 
 (平成 28年度)  (令和 7年度) 

・在宅療養支援病院数 2機関 → 2機関以上 

・在宅療養支援診療所数 22機関 → 22機関以上 

・在宅療養支援歯科診療所数 20機関 → 20機関以上 

・訪問薬剤指導を実施する薬局数 82か所 → 82か所以上 

・在宅看取りを実施している病院数 1機関※ → 1機関以上 

・在宅看取りを実施している診療所数 11機関※ → 11機関以上 

  ※平成 26年度実績 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

若手医師確保のための取り組みに対する支援、歯科衛生士養成所の新設、看護師養成施設や院内保育

の運営支援等を通じて、医療従事者の確保・養成を図る。 

【定量的な目標値】 

・小児科医療に係る病院勤務医数 15.9人(H26) → 15.9人以上(R7) 

・小児科標榜診療所に勤務する医師数 10.0人(H26) → 40.3人以上(R7) 

・退院調整支援担当者を設置している病院数 11機関(H26) → 11機関以上(R7) 

・退院調整支援担当者を設置している一般診

療所数 
1機関(H26) → 1機関以上(R7) 
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2.計画期間 

令和 5年 4月 1日～令和 8年 3月 31日 

□新居浜・西条圏域（達成状況） 

1）目標の達成状況 

①-1 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

 【定量的な目標値】 

高度急性期 49床(目標との差-147床) 

急性期 1351床(目標との差+525床) 

回復期 516床(目標との差-161床) 

慢性期 702床(目標との差+54床) 

（病床数は令和 5年 7月 1日時点） 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標  

【定量的な目標値】 

・在宅療養支援病院数 2機関以上→2機関 

・在宅療養支援診療所数 22機関以上→23機関 

・在宅療養支援歯科診療所数 20機関以上→13機関 

・訪問薬剤指導を実施する薬局数 82か所以上→93か所 

・在宅看取りを実施している病院数 1機関以上→5機関 

・在宅看取りを実施している診療所数 11機関以上→19機関 

   （令和 5年 4月 1日時点） 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

【定量的な目標値】 

・小児科医療に係る医療施設従事医師数 56.2人以上→24人(R4) 

・退院調整支援担当者を設置している病院数 11機関以上→12機関 

・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 1機関以上→0機関 

 

2）見解 

在宅医療体制は徐々に体制が充実してきており、医療従事者の確保については、離職防止・

復職対策により地域医療に携わる人材の確保が促進されたが、依然厳しい状態であり、引き続

き取り組んでいく必要がある。 

 

3）改善の方向性 

医療従事者、とりわけ特定科目の医師確保については、今後も厳しい状況が続くことが予想

されるが、医師確保計画を基に医師確保を進め、今後も地域の限られた医療資源を最大限に有

効活用しながら、目標値達成に向け事業を継続して実施していく。 

 

4）目標の継続状況 

   ■ 令和6年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

   □ 令和6年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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■今治圏域 

1.今治圏域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

今治圏域では、保健所の調整により、各市町、郡市医師会、医療機関に要望調査を実施した上で、ヒ

アリング及び地域医療構想調整会議を開催した結果、地域の課題として、不足している病床機能の充

実、関係機関相互の連携体制の強化、救急医療体制の維持・確保、医療従事者養成・確保対策の充実等

が挙げられている。 

 

①-1 地域医療構想の達成に向けた療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

将来的に病床機能分化へ繋げるための二次救急医療体制の確保や医療スタッフの確保・配置等を行

うことで、転院・在宅への移行促進を図り、回復期病床の増加に繋げる。 

【定量的な目標値】 

地域医療構想で記載する令和 7年度に必要となる医療機能ごとの病床数 

 (平成 28年度)  (令和 7年度) 

高度急性期 23床 → 119床 

急性期 1,378床 → 682床 

回復期 213床 → 708床 

慢性期 764床 → 430床 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

在宅歯科医療連携室の整備や、在宅医療に携わる人材の育成・確保等を通じて、在宅医療提供体制の

充実を図る。 

【定量的な目標値】 
 (平成 28年度)  (令和 7年度) 

・在宅療養支援病院数 4機関 → 4機関以上 

・在宅療養支援診療所数 15機関 → 15機関以上 

・在宅療養支援歯科診療所数 9機関 → 10機関以上 

・訪問薬剤指導を実施する薬局数 68か所 → 68か所以上 

・在宅看取りを実施している病院数 1機関※ → 1機関以上 

・在宅看取りを実施している診療所数 5機関※ → 5機関以上 

  ※平成 26年度実績 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

救急医療体制の支援等による医師の負担軽減、歯科衛生士の就学・復職支援等を通じて、医療従事者

の確保・養成を図る。 

【定量的な目標値】 

・へき地診療所の医師数 1人(H29) → 5人以上(R7) 

・小児科医療に係る病院勤務医数 8.4人(H26) → 9.5人以上(R7) 

・小児科標榜診療所に勤務する医師数 12.0人(H26) → 24.1人以上(R7) 

・退院調整支援担当者を設置している病院数 7機関(H26) → 7機関以上(R7) 

・退院調整支援担当者を設置している一般診

療所数 
1機関(H26) → 1機関以上(R7) 

 

2.計画期間 

令和 5年 4月 1日～令和 8年 3月 31日 

□今治圏域（達成状況） 

1）目標の達成状況 

①-1 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
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【定量的な目標値】 

高度急性期 26床(目標との差-93床) 

急性期 1146床(目標との差+464床) 

回復期 313床(目標との差-395床) 

慢性期 559床(目標との差+129床) 

（病床数は令和 5年 7月 1日時点） 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標  

【定量的な目標値】 

・在宅療養支援病院数 4機関以上→4機関 

・在宅療養支援診療所数 15機関以上→17機関 

・在宅療養支援歯科診療所数 10機関以上→18機関 

・訪問薬剤指導を実施する薬局数 68か所以上→73か所 

・在宅看取りを実施している病院数 1機関以上→2機関 

・在宅看取りを実施している診療所数 1機関以上→15機関 

   （令和 5年 4月 1日時点） 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

【定量的な目標値】 

・へき地診療所の医師数 5人以上→3人 

・小児科医療に係る医療施設従事医師数 33.6人以上→18人(R4) 

・退院調整支援担当者を設置している病院数 7機関以上→7機関 

・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 1機関以上→1機関 

 

2）見解 

地域医療連携体制促進事業（連携室運営）及び病床機能分化医療スタッフ配置事業（地域医療

体制確保医師派遣事業）により、限られた医療人材を有効活用し、病診連携と救急医療体制の安

定化が図られた。また、在宅医療体制は徐々に体制が充実してきている。 

 

3）改善の方向性 

医療従事者、とりわけ特定科目の医師確保については、今後も厳しい状況が続くことが予想

されるが、医師確保計画を基に医師確保を進め、今後も地域の限られた医療資源を最大限に有

効活用しながら、目標値達成に向け事業を継続して実施していく。 

 

4）目標の継続状況 

   ■ 令和 6年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

   □ 令和 6年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

■松山圏域 

1.松山圏域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

松山圏域では、保健所の調整により、各市町、郡市医師会、郡市歯科医師会、医療機関に要望調査を

実施した上で、ヒアリング及び地域医療構想調整会議を開催した結果、地域の課題として、不足してい
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る病床機能の充実、医療機関相互の役割分担や連携の推進、在宅医療の普及・推進、医療従事者の確保

等が挙げられている。 

 

①-1 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

病床の削減、転換等を伴う施設整備やそれを推進する医療スタッフの確保・配置を行い、病床の機能

分化・連携を推進することで、回復期病床の割合の増加や転院・在宅への移行促進を図る。 

【定量的な目標値】 

地域医療構想で記載する令和 7年度に必要となる医療機能ごとの病床数 

 (平成 28年度)  (令和 7年度) 

高度急性期 2,077床 → 781床 

急性期 3,023床 → 1,995床 

回復期 1,001床 → 2,067床 

慢性期 2,668床 → 1,836床 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

在宅医療連携の拠点や相談窓口となる施設の運営、特殊な環境における地域包括支援システム構築

支援、特別な対応を要する在宅患者の歯科診療支援拠点の整備や、在宅医療に携わる人材の育成確保等

を通じ、圏域の在宅医療提供体制の充実を図る。 

【定量的な目標値】 
 (平成 28年度)  (令和 7年度) 

・在宅療養支援病院数 10機関 → 10機関以上 

・在宅療養支援診療所数 123機関 → 123機関以上 

・在宅療養支援歯科診療所数 54機関 → 54機関以上 

・訪問薬剤指導を実施する薬局数 244か所 → 244か所以上 

・在宅看取りを実施している病院数 4機関※ → 4機関以上 

・在宅看取りを実施している診療所数 33機関※ → 33機関以上 

  ※平成 26年度実績 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

救急医療体制の支援等による医師の負担の軽減、女性医師の就労支援、看護師等養成所運営支援、歯

科衛生士の就学・復職支援等を通じて、医療従事者の確保・養成を図る。 

【定量的な目標値】 

・へき地診療所の医師数 16人(H29) → 24人以上(R7) 

・小児科医療に係る病院勤務医数 71.5人(H26) → 71.5人以上(R7) 

・小児科標榜診療所に勤務する医師数 46.1人(H26) → 80.2人以上(R7) 

・退院調整支援担当者を設置している病院数 5機関(H26) → 5機関上(R7) 

・退院調整支援担当者を設置している一般診

療所数 
18機関(H26) → 18機関以上(R7) 

 

2.計画期間 

令和 5年 4月 1日～令和 8年 3月 31日 

□松山圏域（達成状況） 

1）目標の達成状況 

①-1 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

【定量的な目標値】 

高度急性期 1036床(目標との差+255床) 

急性期 3431床(目標との差+1436床) 
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回復期 1504床(目標との差-563床) 

慢性期 2078床(目標との差+242床) 

（病床数は令和 5年 7月 1日時点） 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

【定量的な目標値】 

・在宅療養支援病院数 10機関以上→16機関 

・在宅療養支援診療所数 123機関以上→107機関 

・在宅療養支援歯科診療所数 54機関以上→76機関 

・訪問薬剤指導を実施する薬局数 244か所以上→294か所 

・在宅看取りを実施している病院数 4機関以上→16機関 

・在宅看取りを実施している診療所数 33機関以上→85機関 

   （令和 5年 4月 1日時点） 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標  

【定量的な目標値】 

・へき地診療所の医師数 24人以上→3人 

・小児科医療に係る医療施設従事医師数 151.7人以上→116人(R4) 

・退院調整支援担当者を設置している病院数 5機関以上→29機関 

・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 18機関以上→9機関 

 

2）見解 

病床機能分化医療スタッフ配置事業により、限られた医療人材を有効活用し、救急医療体制

の安定化が図られ、病床機能が強化された。また、在宅医療体制は支援病院数が増加するな

ど、一定の体制整備が充実してきている。 

 

3）改善の方向性 

医療従事者、とりわけ特定科目の医師確保については、今後も厳しい状況が続くことが予想

されるが、医師確保計画を基に医師確保を進め、今後も地域の限られた医療資源を最大限に有

効活用しながら、目標値達成に向け事業を継続して実施していく。 

 

4）目標の継続状況 

   ■ 令和6年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

   □ 令和6年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

■八幡浜・大洲圏域 

1.八幡浜・大洲圏域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

八幡浜・大洲圏域では、保健所の調整により、各市町、郡市医師会、医療機関に要望調査を実施した

上で、ヒアリング及び地域医療構想調整会議を開催した結果、地域の課題として、不足する医療機能を

補完する医療機関の連携体制の整備、在宅医療推進のための連携体制の構築、救急医療体制維持のため

の人材確保等が挙げられている。 

 

①-1 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
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病床の削減、転換等を推進する医療スタッフの確保・配置、ＩＣＴを活用した地域医療ネットワーク

の基盤整備等を行うことで、転院・在宅への移行促進を図り、回復期病床の増加に繋げる。 

【定量的な目標値】 

地域医療構想で記載する令和 7年度に必要となる医療機能ごとの病床数 

 (平成 28年度)  (令和 7年度) 

高度急性期 0床 → 59床 

急性期 1,028床 → 486床 

回復期 235床 → 693床 

慢性期 689床 → 443床 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

在宅歯科医療連携室の整備や、在宅医療に携わる人材の育成・確保等を通じて、在宅医療提供体制の

充実を図る。 

【定量的な目標値】 
 (平成 28年度)  (令和 7年度) 

・在宅療養支援病院数 1機関 → 1機関以上 

・在宅療養支援診療所数 30機関 → 30機関以上 

・在宅療養支援歯科診療所数 7機関 → 10機関以上 

・訪問薬剤指導を実施する薬局数 57か所 → 57か所以上 

・在宅看取りを実施している病院数 1機関 → 1機関以上 

・在宅看取りを実施している診療所数 12機関 → 12機関以上 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

救急医療体制の支援等による医師の負担の軽減、院内保育施設の運営支援、歯科衛生士の就学・復職

支援等を通じて、医療従事者の確保・養成を図る。 

【定量的な目標値】 

・へき地診療所の医師数 31人(H29) → 32人以上(R7) 

・小児科医療に係る病院勤務医数 2.4人(H26) → 2.5人以上(R7) 

・小児科標榜診療所に勤務する医師数 10.0人(H26) → 44.4人以上(R7) 

・退院調整支援担当者を設置している病院数 8機関(H26) → 8機関以上(R7) 

・退院調整支援担当者を設置している一般診

療所数 
1機関(H26) → 1機関以上(R7) 

 

2.計画期間 

令和 5年 4月 1日～令和 8年 3月 31日 

□八幡浜・大洲圏域（達成状況） 

1）目標の達成状況 

①-1 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

【定量的な目標値】 

高度急性期 0床(目標との差-59床) 

急性期 825床(目標との差+339床) 

回復期 354床(目標との差-339床) 

慢性期 333床(目標との差-110床) 

（病床数は令和 5年 7月 1日時点） 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 



   

14 

【定量的な目標値】 

・在宅療養支援病院数 1機関以上→4機関 

・在宅療養支援診療所数 30機関以上→30機関 

・在宅療養支援歯科診療所数 10機関以上→5機関 

・訪問薬剤指導を実施する薬局数 57か所以上→70か所 

・在宅看取りを実施している病院数 1機関以上→4機関 

・在宅看取りを実施している診療所数 12機関以上→30機関 

   （令和 5年 4月 1日時点） 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

【定量的な目標値】 

・へき地診療所の医師数 32人以上→12人 

・小児科医療に係る医療施設従事医師数 46.9人以上→11人(R4) 

・退院調整支援担当者を設置している病院数 8機関以上→6機関 

・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 1機関以上→2機関 

 

2）見解 

ＩＣＴ地域医療ネットワークの基盤整備を行ったほか、救急医療体制の安定化が図られ、病床

機能が強化された。さらに、病床機能分化医療スタッフ配置事業や医科歯科連携歯科衛生士配置

事業により限られた医療人材を有効活用し、病診連携と救急医療体制の安定化、在宅医療への移

行促進が図られた。、在宅医療体制は支援病院数が増加するなど、一定の体制整備が充実してきて

いる。 

 

3）改善の方向性 

医療従事者、とりわけ特定科目の医師確保については、今後も厳しい状況が続くことが予想さ

れるが、医師確保計画を基に医師確保を進め、今後も地域の限られた医療資源を最大限に有効活

用しながら、目標値達成に向け事業を継続して実施していく。 

 

4）目標の継続状況 

   ■ 令和6年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

   □ 令和6年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

■宇和島圏域 

1.宇和島圏域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

宇和島圏域では、地元保健所が調整役となり、各市町、郡市医師会、医療機関等に要望調査を実施し

た上で、ヒアリング及び地域医療構想調整会議を開催した結果、地域の課題は、医療機関相互の役割分

担・連携強化、救急医療体制の維持・確保、深刻な医師不足の解消となっている。 

 

①-1 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

病床の削減、転換等を推進するための医療スタッフの確保・配置等を行い、病床の機能分化・連携を

推進することで、回復期病床の割合の増加や転院・在宅への移行促進を図る。 

【定量的な目標値】 

地域医療構想で記載する令和 7年度に必要となる医療機能ごとの病床数 

 (平成 28年度)  (令和 7年度) 
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高度急性期 30床 → 120床 

急性期 1,049床 → 418床 

回復期 281床 → 454床 

慢性期 563床 → 305床 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

最新技術による遠隔診療支援により、地域の中核病院の機能強化と在宅医療提供体制の充実を図る。 

【定量的な目標値】 
 (平成 28年度)  (令和 7年度) 

・在宅療養支援病院数 0機関 → 1機関以上 

・在宅療養支援診療所数 12機関 → 15機関以上 

・在宅療養支援歯科診療所数 14機関 → 14機関以上 

・訪問薬剤指導を実施する薬局数 42か所 → 50か所以上 

・在宅看取りを実施している病院数 2機関※ → 2機関以上 

・在宅看取りを実施している診療所数 6機関 → 6機関以上 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

救急医療体制の支援等による医師の負担の軽減、若手医師の育成拠点の整備、医療従事者の確保・養

成を図る。 

【定量的な目標値】 

・へき地診療所の医師数 12人(H29) → 23人以上(R7) 

・小児科医療に係る病院勤務医数 11.6人(H26) → 11.6人以上(R7) 

・小児科標榜診療所に勤務する医師数 8.3人(H26) → 27.9人以上(R7) 

・退院調整支援担当者を設置している病院数 4機関(H26) → 5機関以上(R7) 

・退院調整支援担当者を設置している一般診

療所数 
5機関(H26) → 5機関以上(R7) 

 

2.計画期間 

令和 5年 4月 1日～令和 8年 3月 31日 

□宇和島圏域（達成状況） 

1）目標の達成状況 

 ①-1 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

【定量的な目標値】 

高度急性期 30床(目標との差-90床) 

急性期 874床(目標との差+456床) 

回復期 328床(目標との差-126床) 

慢性期 409床(目標との差+104床) 

（病床数は令和 5年 7月 1日時点） 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 【定量的な目標値】 

・在宅療養支援病院数 1機関以上→2機関 

・在宅療養支援診療所数 15機関以上→17機関 

・在宅療養支援歯科診療所数 14機関以上→12機関 

・訪問薬剤指導を実施する薬局数 50か所以上→41か所 
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・在宅看取りを実施している病院数 2機関以上→6機関 

・在宅看取りを実施している診療所数 6機関以上→18機関 

   （令和 5年 4月 1日時点） 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

 【定量的な目標値】 

・へき地診療所の医師数 23人以上→6人 

・小児科医療に係る医療施設従事医師数 39.5人以上→13人(R4) 

・退院調整支援担当者を設置している病院数 5機関以上→6機関 

・退院調整支援担当者を設置している一般診療所数 5機関以上→2機関 

 

2）見解 

病床機能分化医療スタッフ配置事業により、限られた医療人材を有効活用し、救急医療体制の

安定化が図られ、病床機能が強化された。また、在宅医療普及推進事業により、在宅医療への移

行促進が図られてはいるものの、医療従事者の不足等により在宅医療を支援する医療機関数は伸

び悩んでいるため、引き続き確保に努める必要がある。 

 

3）改善の方向性 

医療従事者、とりわけ特定科目の医師確保については、今後も厳しい状況が続くことが予想さ

れるが、医師確保計画を基に医師確保を進め、今後も地域の限られた医療資源を最大限に有効活

用しながら、目標値達成に向け事業を継続して実施していく。 

 

4）目標の継続状況 

   ■ 令和6年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

   □ 令和6年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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3.事業の実施状況 

令和5年度愛媛県計画に規定した事業について、令和5年度終了時における事業の実施状況を記載。 

 

事業の区分 
Ⅰ-1 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関す

る事業 

事業名 
医療 No.2 【総事業費（計画期間の総額）】 

49,312千円 広域災害・救急等医療情報システム運営事業 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 県、医療機関、消防機関 

事業の期間 令和 5年 4月 1日 ～ 令和 6年 3月 31日【終了】 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

システム導入前は、搬送先の選定は「傷病者の搬送及び受入れの実施に

関する基準」に基づき、比較的円滑な運用が行われていたものの、厳密に

正しい搬送先に正しく搬送されているかの判断は搬送中も搬送後もでき

ない状態であったこと、また、地域によって情報に偏りがあり、かつ分析

ができない状態であったことから、システムを活用した病床機能の分化及

び連携促進として、搬送時の救急現場と医療機関の連携強化や救急搬送デ

ータの事後検証機能を運営することが有効であると考える。 

アウトカム指標：救急搬送情報の入力件数 71,393 件(R3)→ 72,000 件

(R5) 

事業の内容 

(当初計画) 

広域災害・救急等医療情報システムにおいて、救急現場と医療機関を

ネットワークで接続し、患者情報を共有するシステムを運営すること

で、各医療圏域の救急医療体制の強化と他圏域との連携強化を図るとと

もに、システム内に集約した医療機関の機能情報と蓄積した救急搬送情

報のデータを活用し、医療機関ごとの役割分担や構想区域ごとの医療提

供体制を明確化し、病床機能の転換のほか、救急搬送時の医療機関の適

正な選定を促す。 

アウトプット指標

(当初の目標値) 
接続機関数 2,791件(R4)→ 2,800件(R5) 

アウトプット指標

(達成値) 
接続機関数 2,772件(R6.10月末時点) 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：→ 確認できた(搬送情報件数 

80,952件(R5年度) 

(1)事業の有効性 

圏域によらず県内すべての救急隊と救急医療機関とが、本システムによ

りリアルタイムに患者情報の共有を行うことで、適切な搬送先選定のほ

か、医療機関での迅速な受入準備等の連携強化を実現したとともに、医療

機能情報や救急搬送情報を一元的に蓄積し、救急搬送に係る搬送、傷病者、

予後等の一連の情報を出力して分析が可能となるなど、事後検証等への有

効活用が可能となった。 

なお、アウトプット指標は未達成となるが、アウトカム指標は達成して

おり、医療機関数の減少傾向の中、一定数の入力・接続機関があり、本事

業の目的に沿った取組となっている。 

(2)事業の効率性 

県下統一の本システムにより運用することで、広域搬送を含めて、救急

隊と医療機関とが、円滑かつ効率的な連携を行った。 

その他  
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事業の区分 Ⅰ-1 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関す

る事業 

事業名 医療 No.3 【総事業費(計画期間の総額)】 

112,728千円 急性期医療連携ネットワーク整備モデル事業 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 県、医療機関 

事業の期間 令和 5年 4月 1日 ～ 令和 6年 3月 31日【終了】 

背景にある医療・介

護ニーズ 

本県の心疾患による死亡率は全国と比べて著しく高いなど、循環器病へ

の対策が急務な状況にある一方で、医療資源は限られており、専門医の不

足や一部の圏域への偏在が顕著となっている。 

このような現状を踏まえて循環器病に対応するにあたっては、病床機能

の分化及び連携を促進し、個々の病院だけではなく病院間が連携して対応

する体制を構築する必要があり、1 分 1 秒を争う急性期治療においては、

特に円滑な連携が求められ、迅速かつ詳細な患者情報の伝達・共有が重要

となる。 

このため、現状の電話伝達に代えて、関係者への迅速な一斉情報伝達や

CT等の画像共有を可能とする仕組みが必要となる。 

アウトカム指標：診療の質の向上、医師負担軽減に効果があったモデル病

院の割合：90％以上 

事業の内容（当初計

画） 

モデル事業として、2次・3次救急医療機関から 14病院を対象に、ICT

を活用した情報共有ツールを導入して急性期医療連携ネットワークを構

成し、病院間での一斉情報伝達や CT等の画像共有を実現することで、的

確な転院搬送の判断、転院搬送時の受入準備・治療開始の早期化、遠隔

診療支援等の効果を得て、病院間が円滑に連携して急性期治療に取り組

む救急医療体制の確立を図るとともに、医療機関ごとの役割分担や構想

区域ごとの医療提供体制の明確化を促進する。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 
補助病院数 14病院 

アウトプット指標

（達成値） 
補助病院数 14病院 

事業の有効性・効率

性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：→ 43% 

令和６年５月のアンケートを基に算出。3 次病院等、情報を受け取る側に

とっては効果があったが、情報を送る側にとっては負担が増えたと感じた

様子。今後は新たに創設予定の DX 推進協議会において対象病院とアドバ

イザーを交えて議論し、病院間の円滑な連携体制の確立や役割分担を明確

にするとともに、診療の質の向上、医師負担軽減に引き続き取り組む。 

システム導入数 14病院(R5年度) 

(1)事業の有効性 

医療機関間で円滑に患者情報を共有することで、専門医を有する３次救

急医療機関等が、転院搬送の受入や治療の準備を整えることが可能とな

り、治療開始までの時間を短縮されるなど急性期患者の治療において、迅

速で円滑な対応が可能となったほか、不要な転院搬送や呼び出しの抑制

等、医師の負担軽減にも効果が見られるなど、本事業の目的に沿った取り

組みとなっている。 

(2)事業の効率性 

14病院統一のシステムを運用することで、医療機関間で、円滑かつ効率

的な連携が実現することが期待できる。 

その他  
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事業の区分 
Ⅰ-1 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関す

る事業 

事業名 

医療 No.4 【総事業費（計画期間の総額）】 

9,505千円 医科歯科連携推進事業(機能分化のための歯科

衛生士確保事業) 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 医療機関、県歯科医師会 

事業の期間 令和 5年 4月 1日 ～ 令和 6年 3月 31日【終了】 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

早期退院の実現により病床の機能分化を促進するため、医科歯科連携の

重要性が指摘されているものの、現状では歯科医療関係者を配置している

病院は少なく、歯科医療関係者を交えたチーム医療を実施する体制になっ

ていない。 

アウトカム指標：平均在院日数の短縮(R3:29.5日→R5：28.7日)による慢

性期→回復期病床への転換促進 

事業の内容 

(当初計画) 

在宅復帰を目指す患者の早期退院を促し、地域の病床の分化を促進する

ため、病棟・外来に歯科衛生士を配置し、患者の口腔管理や退院時の歯科

医療機関の紹介等を行う。 

アウトプット指標

(当初の目標値) 
歯科衛生士を配置する病院数(4施設) 

アウトプット指標

(達成値) 
歯科衛生士を配置する病院数(R5実績：3施設) 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：→確認できた。(R3:29.5日→ 

R5：27.9日) 

(1)事業の有効性 

 病棟・外来に歯科衛生士を配置し、適切な口腔管理を行うことにより、

合併症を防ぎ、誤嚥性肺炎、摂食・嚥下障害等の予防ができ、患者の QOL

の向上、早期退院、早期回復につなげることができる。当初の目標値は達

成できなかったが、平均在院日数は短縮されており、本事業の目的に沿っ

た取組となっている。 

(2)事業の効率性 

 医科歯科連携の実現のため、歯科医師・歯科衛生士がチーム医療の一員

として、専門的な処置からセルフケアに至るまで、患者の状態に応じた適

切な処置を行い、口腔衛生管理を徹底することで、病気の進行抑制や予防

が期待できる。 

その他  
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事業の区分 
Ⅰ-1 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関す

る事業 

事業名 
医療 No.5 【総事業費（計画期間の総額）】 

16,360千円 地域医療構想分析・アドバイザー事業 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和 5年 4月 1日 ～ 令和 6年 3月 31日【終了】 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

本県では、地域医療構想を推進するに当たり、各医療関係者がそれぞれ

の立場に基づく危機意識を有しているものの、各圏域の医療提供体制等に

係る客観的なデータが不足しており、共通する認識に基づく議論が成立し

難い状況にある。 

アウトカム指標：地域医療構想アドバイザーが参加し、データ分析を活用

して議論を行う地域医療構想調整会議等の数:7件 

事業の内容 

(当初計画) 

専門コンサルタントによるデータ分析を実施して各圏域の医療提供体制

等を可視化するとともに、地域医療構想アドバイザーによる助言・調整活

動を行い、調整会議をはじめとする各圏域における議論の活性化を促進す

る。 

アウトプット指標

(当初の目標値) 
地域の連携体制の構築に取り組む圏域数(6圏域) 

アウトプット指標

(達成値) 
地域の連携体制の構築に取り組む圏域数(6圏域) 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：→ 確認できた(地域医療構想ア

ドバイザーが参加する地域医療構想調整会議等の数:11件) 

(1)事業の有効性 

地域医療構想の実現に向けて各圏域で議論を進めつつ、地域医療構想ア

ドバイザーの助言を受けながら全体会議においても施策の方向性等につ

いて協議しており、地域の実情に応じた議論を進めるに当たり成果があっ

たものと考えている。 

 (2)事業の効率性 

各圏域での議論の結果を踏まえつつ、県全体の方向性を共有することが

できた。 

その他  
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事業の区分 
Ⅰ-2 地域医療構想の達成に向けた病床数又は病床の機能の変更に関する

事業 

事業名 
医療 No.6 【総事業費（計画期間の総額）】 

64,084千円 病床機能再編支援事業 

事業の対象となる区域 全県域 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和 5年 4月 1日 ～ 令和 6年 3月 31日【終了】 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

 地域医療構想の実現のため、療養病床又は一般病床を有する医療機関が

病床数の適正化に必要な病床数の削減を行う必要がある。 

アウトカム指標：給付金支給対象医療機関の病床数 119床(R4)→ 74床

(R5) 

事業の内容 

(当初計画) 

医療機関が地域医療構想に沿った病床削減や再編統合を実施した場合

に給付金を支給する。 

アウトプット指標

(当初の目標値) 
地域医療構想の主旨に沿って病床を削減する医療機関数：2機関 

アウトプット指標

(達成値) 
再編を行うとなる医療機関数 2医療機関 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：→確認できた(119床→74床（回

復期病床 52床→40床、慢性期病床 67床→34床) 

(1)事業の有効性 

 地域医療構想に即した病床機能再編を進めることにより、地域の実情に

応じた持続的な医療提供体制の整備を進めることができる。 

 必要病床数と比較し過剰となっている慢性期病床が削減されており、本

事業の目的に沿った取組となっている。 

(2)事業の効率性 

 事業の対象となる医療機関及び病床は、地域医療構想に即したものであ

るとして地域医療構想調整会議で認められたものであり、最小限の財政支

援で適切な医療提供体制が整備でき、地域医療全体に効果が波及するもの

と考えている。 

その他  
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事業の区分 2 居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 
医療 No.7 【総事業費（計画期間の総額）】 

36,713千円 在宅医療普及・連携促進事業 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 郡市医師会、県歯科医師会、医療機関 

事業の期間 令和 5年 4月 1日 ～ 令和 6年 3月 31日【終了】 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

高齢者が増加の一途をたどっているにもかかわらず、住み慣れた地域や

自宅で生活し続けたいという住民のニーズに応える体制は十分とは言え

ない現状であることから、地域における包括的かつ継続的な在宅医療の提

供体制の充実・強化を図る必要がある。さらに、地域住民の在宅医療への

理解を得ることで、適切な医療の提供、受診に繋げる必要がある。 

アウトカム指標：在宅等での死亡割合の増加(R3：27.8％→R5：28.8％) 

事業の内容 

(当初計画) 

市町や地域ごとに在宅医療の課題への対応を検討する協議会・研修等

の開催、一般市民に対する在宅医療の普及啓発等(講演会の開催等) 

アウトプット指標

(当初の目標値) 

地域の在宅医療に係る課題解決や研修、講演会等に取り組む団体数(市、

郡市医師会、病院、訪問看護協会、NPO法人など)(目標：9団体) 

アウトプット指標

(達成値) 

地域の在宅医療に係る課題解決や研修、講演会等に取り組む団体数(市、

郡市医師会、病院、看護協会、NPO法人など)(目標：9団体) 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：在宅等での死亡割合の増加 →確

認できた(R5実績：36.0%) 

(1)事業の有効性 

本事業では、医療・介護関係者による多職種連携のための講演会の開催、

看護師特定行為研修の開催、がん診療拠点病院と地域の医療機関との連携

等、内容を具体的に絞り込んだ実践的な研修等を実施しており、地域に対

し即効性のある成果があったものと考えている。 

(2)事業の効率性 

事業実施主体は、医師会や地域での拠点となる医療機関であり、本事業

の実施により各地域での在宅医療関係者の連携の中核となる人材が育成

されることから、最小限の財政支援で各地域の他の事業者や医療機関等に

も効果が波及するものと考えている。 

その他  
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事業の区分 2 居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 
医療 No.8 【総事業費（計画期間の総額）】 

863千円 看護師等育成強化事業 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和 5年 4月 1日 ～ 令和 6年 3月 31日【終了】 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

在宅医療を推進するために訪問看護が果たすべき役割は大きい。しか

し、事業所の運営等に苦慮し短期間で管理者が代わる施設もある。そこで、

管理者が必要な能力について学び実践することで、運営の安定化を図り、

訪問看護の質の向上と人材確保を目指す必要がある。 

アウトカム指標： 

○県内の訪問看護ステーション数：(R3)177ヶ所→(R5)180カ所 

○訪問看護ステーション従事者数：(R2)813人⇒(R4)未確定⇒(R6)R4と比

較して増加 

事業の内容 

(当初計画) 

看護職員に対し必要な知識や技術を習得させるための研修を実施し、よ

り高度な知識と技術を持った看護職員の育成・確保を進める。 

○訪問看護管理者研修(訪問看護ステーション管理者を対象にした研修会

の実施 

アウトプット指標

(当初の目標値) 

○訪問看護管理者研修会に参加した施設数(R3)130施設→→(R5)140施設 

○訪問看護管理者研修会に参加した人数 定員数(30名)参加 

アウトプット指標

(達成値) 

○訪問看護管理者研修会に参加した施設数(R3)130施設→(R5)154施設 

○訪問看護管理者研修会に参加した人数 定員数(30名)参加 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

○県内の訪問看護ステーション数：(R3)177ヶ所→(R5)192カ所 

○訪問看護ステーション従事者数：(R2)813人⇒(R4)855人 

(1)事業の有効性 

本事業の実施により、愛媛県の全域において、在宅医療関係者間での顔

の見える関係が構築され始め、在宅医療従事者間の連携が促進していると

考える。 

(2)事業の効率性 

事業開始の早い段階から、実行委員会を開催することで、地域のニーズ

をもとにした研修プログラムの構築ができたとともに、周知ができ、効率

的に執り行われた。 

その他  
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事業の区分 2 居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 

医療 No.9 【総事業費（計画期間の総額）】 

12,577千円 薬剤師支援事業(在宅医療支援薬剤師等普

及事業) 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 県薬剤師会 

事業の期間 令和 5年 4月 1日 ～ 令和 6年 3月 31日【終了】 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

在宅医療を推進するためには、薬剤師が質の高い薬学管理を実施し、在

宅患者への最適かつ効率的で安全・安心な薬物療法を提供していくことが

重要であるが、在宅医療に取り組む薬剤師の経験不足や知識不足等が課題

となっている。また、医療機関を退院した患者と在宅対応が可能な薬局を

いかにしてつなぐかが問題となっている。 

アウトカム指標：在宅訪問できる薬局の増加。 

在宅訪問できる薬局の増加(R3：342軒→R5：352軒(3％増)) 

事業の内容 

(当初計画) 

在宅医療に係る薬剤師の育成を行うとともに、在宅医療連携の拠点と

なる在宅薬局支援センターの運営及び在宅医療薬剤師の確保を行う。 

アウトプット指標

(当初の目標値) 
在宅医療に係る薬剤師の養成研修会(目標：4回) 

アウトプット指標

(達成値) 

在宅医療に係る薬剤師の養成研修 9回実施 

簡易懸濁法講習会 R5.7.23、R5.11.25 

フィジカルアセスメント研修会 R5.11.12 

吸入支援セミナー R6.2.21 

PCA講習会 R5.10.22、R5.12.17、R6.2.4 

地域ケア連携 WEB講演会(がん編)R6.2.22、(在宅編)R6.2.26 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：薬局・医療施設従事薬剤師数(人

口 10万人対数)の増加(医師歯科医師薬剤師数調査) 

→確認できなかった。(R5.12.31現在の調査結果が R6.12頃公表予定) 

このため、えひめ医療情報ネットに報告されている薬局・医療機関に従

事する薬剤師数を代替指標とした。（Ｒ４：2,306人→Ｒ６：2,469人） 

その他 

(1)事業の有効性 

本事業の実施により、在宅医療関係者間の連携を促進し、また、医師会

等多職種に対し在宅訪問のできる薬局の周知及び情報提供を行い、地域包

括ケアシステムの構築に必要な在宅医療の普及を推進する。 

(2)事業の効率性 

医療圏域毎に在宅訪問のできる薬局を把握したうえで、医師等多職種

に周知するとともに、登録を行った薬局については随時 HPを更新し公表

することで、効率的に在宅訪問のできる薬局を周知した。 
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事業の区分 4 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
医療 No.10 【総事業費（計画期間の総額）】 

26,667千円 地域医療学講座設置事業 

事業の対象となる区域 松山、八幡浜・大洲、宇和島 

事業の実施主体 県、大学 

事業の期間 令和 5年 4月 1日 ～ 令和 6年 3月 31日【終了】 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

地域医療を担う医師は、疾病の診療にとどまらず、家族、職場、地域を

視野に入れた幅広い医療活動が求められており、ニーズに即した医療支援

システムの研究や総合医としての役割が担える医師の養成システムの構

築が急務であるため、医学生及び研修医等に対する現地実習等を含めた実

践的な教育・研修を行うことにより、地域医療に必要な知識・技術を身に

付けた医師の養成を図る。 

 アウトカム指標： 総合診療科の専門医プログラムを選択する医師の増 

(令和 4年度：1名→令和 5年度以降 2名程度増) 

事業の内容 

(当初計画) 

愛媛大学に寄付講座(地域医療学講座)を設置し、へき地にある公立病

院(久万高原町立病院、西予市立野村病院、県立南宇和病院)に開設の

「地域サテライトセンター」を活動拠点にして、学生への講義・実地研

修等を行うとともに、診療を通じた地域医療の支援や研究も行う。 

アウトプット指標

(当初の目標値) 
研修参加人数 R5：200名程度（延べ人数） 

アウトプット指標

(達成値) 
研修参加人数 R5：202名（延べ人数） 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

総合診療科の専門医プログラムを選択する医師の増 

(令和 4年度：1名→令和 5年度以降 2名程度増)→確認できた（総合診療

科専門医プログラム選択医師数：1名） 

(1)事業の有効性 

 当事業を継続して実施することにより、将来の地域医療を担う人材の確

保・養成に繋がる。 

(2)事業の効率性 

 愛媛大学医学部内に「地域医療学講座」を設置し、へき地にある公立病

院等に設置の地域サテライトセンターを活動拠点に、地域医療の経験と実

績が豊富な教授のもと、診療を通じた地域医療に関する研究、学生への講

義、実地研修等を実施している。 

その他  
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事業の区分 4 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
医療 No.11 【総事業費（計画期間の総額）】 

76,997千円 救急医療対策事業 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 県、消防本部、郡市医師会、医療機関 

事業の期間 令和 5年 4月 1日 ～ 令和 6年 3月 31日【終了】 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

 小児救急への対応が可能な医療機関の確保が困難となっているため、小

児二次救急医療体制に参画する医療機関を支援し、体制の維持・確保を図

る必要がある。また、救急搬送時間が延長するとともに、搬送件数が増加

する中にあって、救急患者受入体制の維持・確保のために救急医療機関の

円滑な受入及び医師の負担軽減を図る必要がある。 

アウトカム指標：二次救急医療機関数(R4：47 機関→R5：47 機関(維持))

※二次医療機関の負担軽減が医師の負担軽減・確保につながる 

事業の内容 

(当初計画) 

輪番制により小児二次救急医療等を実施している医療機関や、輪番制病

院への警備員配置に対し運営費を補助するとともに、救急搬送システムを

運用することにより救急搬送体制を強化する。 

アウトプット指標

(当初の目標値) 

小児二次救急実施地区数(R5年度 2地区(維持)) 

救急搬送システム運用実施機関(R5年度 14消防機関(維持)) 

アウトプット指標

(達成値) 

小児二次救急実施地区数(2地区(維持)) 

救急搬送システム運用実施機関(14消防機関(維持)) 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：二次救急医療機関数 

→ 確認できた(Ｒ5実績：47機関) 

（１） 事業の有効性 

医師不足が顕著な小児医療において、小児救急医療体制を維持するとと

もに、システムの活用により効率的な救急搬送体制を構築することができ

た。 

なお、アウトカム指標「二次救急医療機関数」については、現機関数(47

機関)での救急患者受入体制の維持・確保を図るため、引き続き、運営費補

助やシステム運用に取り組む。 

（２）事業の効率性 

対象医療機関が小児救急医療を担う日数に応じた支援を行うとともに、

システムの活用に当たっては関係消防機関が応分の負担をすることで、効

率的な事業執行を図った。 

その他  
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事業の区分 4 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 

医療 No.12 【総事業費（計画期間の総額）】 

65,978千円 医科歯科連携推進事業(歯科医療従事者等人材

養成事業) 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 県歯科医師会、郡市歯科医師会、県歯科技工士会 

事業の期間 令和 5年 4月 1日 ～ 令和 6年 3月 31日【終了】 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

 口腔の衛生状態や健康度が、治療と病気の進行度や予後に大きく関わる

ことから、医科歯科連携や口腔ケアの重要性が高まっているが、これらの

業務に従事する歯科衛生士等の歯科医療関係者は、現状では主に歯科医療

機関内で歯科医師の治療の補助に当たるに留まっているため、人材が不足

している。 

アウトカム指標：歯科衛生士養成所を卒業した学生で県内に就職した歯科

衛生士の人数(R3：64人→R5：66人) 

事業の内容 

(当初計画) 

がんや認知症に関する研修会等の開催による歯科医療従事者等の人材

養成、歯科技工士に対する離職防止や復職支援の実施、就学支援制度や復

職に必要な研修の実施、歯科衛生士養成所の設備整備による歯科衛生士の

確保等 

アウトプット指標

(当初の目標値) 
歯科医療従事者等に対する研修の実施回数(延べ 20回) 

アウトプット指標

(達成値) 

歯科医療従事者に対する研修の実施回数(R5：15回 受講者数 1,506人) 

※目標値は未達成だが、研修回数及び受講者数は増加傾向にある（R3：7

回、455人→R4：9回、873人） 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：歯科衛生士養成学校を卒業した学

生で県内に就職した歯科衛生士の人数(R4：74人→R5：79人) 

(1)事業の有効性 

歯科衛生士養成所の学生に対する修学支援事業や歯科医療機関に従事

する歯科衛生士や歯科医療資格を有している非就業者に対して、広報等で

支援事業の周知を図ることで、医科歯科連携や口腔ケアに従事できる人材

養成につなげることができた。なお、研修会の実施回数は当初の目標値を

達成できなかったが、増加傾向にあるため引き続きオンラインや文書での

研修も含めて取り組んで行く。 

(2)事業の効率性 

歯科衛衛生士を目指す学生への支援や現在就業している歯科衛生士と

現場復帰を希望している非就業者に対して研修会や啓発活動を実施する

ことで、効率的に人材確保に努める。 

その他  
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事業の区分 4 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 

医療 No.13 【総事業費（計画期間の総額）】 

5,162千円 医療従事者勤務環境整備事業(医療勤務環

境改善支援センター運営事業) 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和 5年 4月 1日 ～ 令和 6年 3月 31日【終了】 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

医師や看護職員など医療従事者の離職防止等を図るため、各医療機関に

おける医療従事者の勤務環境改善に係る取組みを促進する必要がある。 

アウトカム指標：正規雇用看護職員離職率の全国値(10.6％)以下 

  全国値(日本看護協会 2021年病院看護・外来看護実態調査) 

  ※R2愛媛県実績 離職率 8.8％ 

事業の内容 

(当初計画) 

医療機関から、勤務環境の改善に係る相談を受け、医業経営の専門家や

医療労務管理の専門家が助言等を行い、必要に応じて訪問による支援を実

施するほか、勤務環境改善の必要性を啓発する研修会等を開催する。 

アウトプット指標

(当初の目標値) 
センター主催による勤務環境改善に関するセミナー開催：年 1回以上 

アウトプット指標

(達成値) 
センター主催による勤務環境改善に関するセミナー開催：年 1回 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：正規雇用看護職員離職率の全国値

(10.6％)以下⇒2023年調査実績：愛媛県 10.8％（全国値 11.6％） 

(1)事業の有効性 

研修会の開催等により、医療機関への普及啓発を図ったほか、医業経営

等の専門家が、医療機関からの相談を受け、助言等を行うことにより、効

果的に医療機関における勤務環境改善に向けた取り組みを支援した。 

 (2)事業の効率性 

県医師会や県看護協会など地域の関係団体と連携し、医療機関のニーズ

に応じた支援を実施するなど、効率的に事業を実施した。 

その他  
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事業の区分 4 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
医療 No.14 【総事業費（計画期間の総額）】 

155,372千円 看護師等養成所運営費補助金 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 看護師養成所 

事業の期間 令和 5年 4月 1日 ～ 令和 6年 3月 31日【終了】 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

看護職員は依然として不足が見込まれ、新規確保を図る必要があること

から、看護職員の新規確保の根幹的な役割を果たす看護師等養成所の運営

継続のためには運営費に対する補助が必要。 

アウトカム指標：①県内看護師養成学校等の卒業生のうち、看護職として

就職した者の割合(R3：88.7％→R5：90％以上)②卒業者に占める県内就業

率(R3：79.1％→R5：75％以上) 

事業の内容 

(当初計画) 

依然として不足が見込まれる看護職員の新規確保の根幹的な役割を果

たす看護師等養成所の運営に対する補助を行い、県内における看護職員の

新規確保及び質の高い医療の提供を図る。 

アウトプット指標

(当初の目標値) 
補助施設数(8カ所) 

アウトプット指標

(達成値) 
補助施設数(Ｒ5実績：8カ所) 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標 

① 県内看護師養成学校等の卒業生(補助対象者)のうち、看護職として就

職した者の割合 確認できた(Ｒ5実績：87.1％※看護進学者を含むと

90.8％) 

② 卒業者に占める県内就業率の割合 確認できた(Ｒ5実績:68.6％) 

(1)事業の有効性 

看護職として就職した者の割合は指標を下回っているが、看護進学した

者も含めると上回っていることから、本事業の実施により当該養成所にお

ける質の高い看護教育の提供が行えたと考えており、今後もより質の高い

看護職員の育成に取り組む。 

(2)事業の効率性 

看護職員の新規確保の根幹的な役割を果たす看護師等養成所の運営に

対する補助を行うことが、より質の高い看護教育の提供に繋がり、県内に

おける看護職員の新規確保及び質の高い医療の提供が行える。 

その他  
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事業の区分 4 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
医療 No.15 【総事業費（計画期間の総額）】 

10,966千円 看護師等支援事業 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 県、県看護協会、看護師養成所 

事業の期間 令和 5年 4月 1日 ～ 令和 6年 3月 31日【終了】 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

少子高齢化の進展による医療ニーズの増大と高度化、療養や生活の場の

多様化に伴う看護・介護ニーズに対応していくために、より質の高い看護

職を育成し、定着、離職防止を図る必要がある。 

アウトカム指標： ナースセンター登録者のうち復職した人数 

目標：(R3)317人→(R5)330人 

事業の内容 

(当初計画) 

更なる看護職員の確保が必要であるため潜在看護師等に着眼し、再就

業支援事業等を実施することで看護職員の定着、復職を図る。また、県

内中小病院の看護職員を対象にした実態調査を実施する。 

・中小病院等看護職員離職防止支援事業 

・就労環境改善事業 ・看護教員養成支援事業 ・再就業支援事業  

・看護ネットワーク推進事業 

アウトプット指標

(当初の目標値) 

・看護職員離職時等の届出数  

目標：(R3)415人→(R5)430人 

・届出者のうち復職を希望する者の割合 

目標：(R3)53％→(R5)55％ 

・潜在看護師等を対象とした復職支援研修の受講人数 

 目標：(R3)60人→(R5)65人 

アウトプット指標

(達成値) 

・看護職員離職時等の届出数 (Ｒ5実績 293人) 

・届出者のうち復職を希望する者の割合(Ｒ5実績 47.1％) 

・潜在看護師等を対象とした復職支援研修の受講人数(R5実績 144人) 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：ナースセンター登録者のうち復職

した人数 → 確認できた (Ｒ5実績：264人) 

(1)事業の有効性 

少子化の加速により、看護現場では支え手となる世代人口が減少してお

り、採用困難や、働き方改革の推進による夜勤のできる看護師の減少など

が問題となっており、潜在看護師など人材確保が急務となっている。その

ため、再就職にむけた取り組み等、復職支援に取り組んでいくことが必要

である。 

アウトプット指標「看護職員離職時等の届出数」が目標に届いていない

ため、一層の促進に努める。 

(2)事業の効率性 

潜在看護師等復職支援研修については、H29 年度から、事業内容を一部

変更して実施しているところ。個別面談によるマッチング作業が必要であ

るため受講者数を大幅に増加させることは難しいが、令和 5年度の就職率

は 46.4%(未就業者 56名中 26名)となっており、県内の看護師確保につな

がっている。 

その他  
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事業の区分 4 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
医療 No.16 【総事業費（計画期間の総額）】 

42,023千円 看護師等研修事業 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 県、県看護協会、医療機関 

事業の期間 令和 5年 4月 1日 ～ 令和 6年 3月 31日【終了】 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

少子高齢化の進行による医療ニーズの増大と高度化、療養の場の多様化

に伴う看護ニーズに対応するためには、看護職員の確保・定着と質の向上

が不可欠であるが、新人看護職員の離職率は改善傾向にあるものの、小規

模施設においては、自施設内での研修受講機会が少なく、看護職員として

のスキルアップが図りにくい等の課題がある。 

アウトカム指標： ①県内看護師養成学校等の卒業生のうち、看護職とし

て就職した者の割合(R3：89.3％→R5：90％以上) 

②新人看護職員離職率(R2：4.7％→R5：4.5％) 

事業の内容 

(当初計画) 

看護教員及び看護職員に対し必要な知識や技術を習得させるための研

修を実施し、看護職員の資質向上と職場定着を進める。 

○実習指導者講習会事業、○看護教員継続研修事業、○新人看護職員研

修事業、○新人看護職員研修体制支援事業(新人看護職員がガイドライン

に沿った研修を受けることのできる環境を整備するための方策の検討、中

小規模病院の新人看護師対象の合同研修の開催等)、○看護職員県内定着

促進事業(看護職員確保・定着のために、中高生に対し看護職員の魅力発

信、合同就職説明会等) 

アウトプット指標

(当初の目標値) 

○看護教員継続研修事業修了生の延人数(R3：44人→R5：90人) 

○新人看護職員研修責任者・教育担当者研修事業の参加延人数(R3：190人

→R5：200人以上) 

アウトプット指標

(達成値) 

○看護教員継続研修事業修了生の延人数(R3：44人→R5：95人) 

○新人看護職員研修責任者・教育担当者研修事業の参加延人数(R3：190人

→R5：323人) 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： →確認できた 

① 県内看護師養成学校等の卒業生のうち、看護職として就職した者の割

合(Ｒ5実績：87.1％※看護進学者を含むと 90.1％) 

② 新人看護職員離職率(Ｒ5愛媛県調査：12.8％) 

【参考】日本看護協会調査Ｒ4県：10.2％、Ｒ4国：10.2％ 

(1)事業の有効性 

看護教員継続研修、新人看護職員研修責任者・教育担当者研修事業等に

ついては、新型コロナが５類に移行したことに伴い制限が緩和され、実績

増となり目標を達成した。 

新人看護職員離職率は全国平均より高いものの、横ばいで推移してお

り、看護職員の定着については、効果が表れていると考えられる。また、

県内看護師養成学校等の卒業生のうち、看護職として就職した者の割合は

87.1％(※看護進学者を含むと 90.1％)で、目標をほぼ達成したことから

看護職員の確保についても効果があった。 

(2)事業の効率性 

研修受講者が、自施設でリーダーとなって研修復命や学習会を実施する

ことにより、各施設の看護職員の資質向上が効率的に図られている。 

その他  

  



   

32 

事業の区分 4 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
医療 No.17 【総事業費（計画期間の総額）】 

1,274千円 保健師等指導事業 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 県 

事業の期間 令和 5年 4月 1日 ～ 令和 6年 3月 31日【終了】 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

疾病構造や人口構造などの変化に伴い、地域住民の医療・介護、健康に

対するニーズは多様化してきている。そこで、公衆衛生の視点から地域の

健康課題に着目できる保健師の能力強化を目指した計画的な人材育成が

必要である。 

アウトカム指標： 

リーダー期・中堅期保健師の役割と今後の取組みが明確になった受講者の

割合(R1)約 9割→(R5)約 9割 ※R2,3年度は新型コロナの影響で中止 

事業の内容 

(当初計画) 

今後の保健師の活動の方向性や人材育成のあり方を検討し、活動の要と

なるリーダー期や中堅期保健師を対象とした研修会を実施して、組織内で

の役割を再認識し必要な能力の強化を図る。 

○保健師スキルアップ事業 

(保健活動に関する検討事業、保健師キャリアアップ研修) 

アウトプット指標

(当初の目標値) 

研修会参加者数と組織数 

 ○保健師活動に関する検討事業 

  R3：保健活動に関する検討事業(参加人数 4名、参加組織 4組織) 

  R5：保健活動に関する検討事業(参加人数 10名、参加組織 10組織) 

     キャリアアップ研修(参加人数 10名、参加組織 10組織) 

アウトプット指標

(達成値) 

・保健活動に関する検討事業 

Ｒ５実績：検討会 1回、研修会 1回(参加者 20人・参加組織 14組織) 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

自己課題を明確にできたと答えた保健師数 確認できた(R５実績 15

人中 12人) 

(1)事業の有効性 

保健活動に関する検討事業については、検討会 1 回、研修会 1 回を実

施。検討会では、保健師活動指針策定を通じて今後の保健師活動について

話し合い、強化したいこと等について見直すことができた。研修会では、 

保健師活動の評価・まとめ方などスキル向上を目指す内容として実施。参

加者全員がスキル向上につながったとしており、効果が出ている。 

また、５年度は、リーダー期保健師研修を実施。組織の成果向上のため

に、管理期保健師としての自己課題を明確にし、行動計画をもとに実践・

リフレクションをしていくことでマネジメント能力の向上を目指すこと

を目的として実施している。参加者の 8割が自己課題が明確になったと回

答しており、明確にできなかったと回答した者はおらず、本研修の目的は

達成していると考える。 

本事業での検討会、研修会は、人材育成や自組織の課題と今後の取組み

について考えるうえで、有効なものとなっている。 

(2)事業の効率性 

 保健師のコアを強化するための研修会を県庁が企画実施し、各地域の課

題や保健師の状況に応じた研修企画を各保健所が行うなど役割分担がで

きている。 

その他 
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事業の区分 4 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
医療 No.18 【総事業費（計画期間の総額）】 

58,311千円 産科医等確保支援事業 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 市町 

事業の期間 令和 5年 4月 1日 ～ 令和 6年 3月 31日【終了】 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

県内において、産科医療機関及び産科医等が減少しており、その維持・

確保のため、分娩手当を支給してその処遇改善を図る必要がある。 

アウトカム指標： 

・手当支給施設の産科・産婦人科常勤医師数(R4.4.1)50人→(R6.4.1)50人  

・分娩 1000件当たりの分娩取扱医療機関勤務産婦人科医師数 13.2人 

事業の内容 

(当初計画) 

産科医等の処遇を改善しその確保を図るため、分娩手当等を支給する分

娩取扱機関に対して財政支援を行う。 

アウトプット指標

(当初の目標値) 

手当支給医師・助産師数 180人 手当支給施設数 22施設 

アウトプット指標

(達成値) 

・手当支給者数 Ｒ５実績：193人 

・手当支給施設数 Ｒ５実績：20施設 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

・手当支給施設の産科・産婦人科医師数 →確認できた(Ｒ５実績：65

人) 

・分娩 1000 件当たりの分娩取扱医療機関勤務産婦人科医師数 →確認で

きた。(Ｒ５実績：14.8人) 

(1)事業の有効性 

一部の産科医療機関の閉院等に伴い、手当支給施設数は目標を下回って

いるが、手当支給者数は目標を上回っており、産科医等に対する経済的処

遇が改善されたことにより、産科医等の確保については概ね有効であった

と考える。 

(2)事業の効率性 

本事業は、市町を通じて医療機関に補助するものであるが、県と地域の

実情に通じた市町が、それぞれの立場に応じて役割(事務)分担を行い、協

力して事業を実施したため、効率的であった。 

その他  
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事業の区分 4 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
医療 No.19 【総事業費（計画期間の総額）】 

7,200千円 周産期医療対策強化事業 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 医療機関(大学) 

事業の期間 令和 5年 4月 1日 ～ 令和 6年 3月 31日【終了】 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

愛媛大学医学部の産婦人科医局、小児科医局は、当該診療科の過酷な勤

務状況や訴訟リスク等により、医局員確保の難易度が増す一方で、慢性的

な医師不足となっている県内産婦人科、小児科から、医局による医療機関

への応援体制の充実を求められており、医局員の確保を図るため、周産期

医療を担当する医師の処遇を改善する必要がある。 

アウトカム指標：新生児医療を担当する医師数：(R4)7人(現状維持) 

周産期医療を担当する医師数 産婦人科：(R4)16人(現状維持) 

小児科：(R3)33人(現状維持) 

事業の内容 

(当初計画) 

愛媛大学医学部附属病院の周産期医療を担当する医師(産婦人科・小児

科)に対する手当の支給を補助する。 

アウトプット指標

(当初の目標値) 

手当支給件数 新生児医療担当医手当 目標：年間 200件 

小児期・周産期カウンセリング手当  目標：年間 240件 

アウトプット指標

(達成値) 

手当支給件数 新生児医療担当医手当 Ｒ５実績：148件 

小児期・周産期カウンセリング手当  Ｒ５実績：166件 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： →確認できた 

新生児医療を担当する医師数(Ｒ５実績：８人) 

周産期医療を担当する医師数(Ｒ５実績 産婦人科：22人)  

同(Ｒ５実績 小児科：34人) 

(1)事業の有効性 

出生数の減により手当の支給対象が減少しているため、未達成となって

いるが、本事業の実施により、産科医等に対して経済的処遇が改善された

ため、産科医等の維持・確保に有効であったと考える。 

(2)事業の効率性 

愛媛大学医学部は、県内産婦人科、小児科から応援体制の充実を求めら

れており、本事業により、効率的に産科医等の処遇改善を図ることができ

た。 

その他  
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事業の区分 4 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 医療 No.20 【総事業費(計画期間の総)】 

37,600千円 感染制御学講座設置事業費 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 県、大学 

事業の期間 令和 5年 4月 1日 ～ 令和 6年 3月 31日【終了】 

背景にある医療・介

護ニーズ 

新型コロナウイルス感染症をはじめとする新興感染症の脅威が拡大す

る中、地域の感染症医療を担う都道府県の役割はますます重要になってお

り、本県においても、感染症専門医等の育成や、関係医療機関等による連

携体制の構築等が急務であるため、大学と連携し、感染症分野における専

門医療人材(医師・看護師等)の育成や、感染症教育・研究体制の構築と行

うことにより、感染症医療対策の充実強化を図る。 

アウトカム指標：感染症専門医の養成数 2名(令和 9年度) 

 ※養成に必要な期間が最短 6年必要 

【事業翌年度に指標が把握できない場合の代替指標】 

 感染症専門医養成プログラム参加者数(R4：2名) 

※感染症専門医の合格率 60～70％ 

事業の内容（当初計

画） 

愛媛大学に寄附講座「感染制御学講座(仮称)」を設置し、県内唯一の

第一種感染症指定医療機関である愛媛大学医学部附属病院と連携して、

感染症専門医をはじめとする専門医療スタッフの育成や知識・技術の向

上を図るとともに、県内の感染症に関する情報や課題等を関連病院間で

共有し、速やかに感染症に対応できる体制を構築するなど、本県の感染

症対策の充実強化を目指す。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 
 地域の医療機関に対する感染症教育の実施回数  年 2回 

アウトプット指標

（達成値） 
地域の医療機関に対する感染症教育の実施回数  年 10回 

事業の有効性・効率

性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

感染症専門医の養成数 

（感染症専門医養成プログラム参加者数(R4：2 名→R5:7 名、内 2 名は令

和 6年度受験予定) 

(1)事業の有効性 

 当事業を継続して実施することにより、感染症分野における専門医療人

材(医師・看護師等)の育成や、県内の感染症教育・研究機関との連携を実

施することにより、本県の感染症医療対策の充実強化を図ることができる 

(2)事業の効率性 

 愛媛大学に寄附講座「感染制御学講座)」を設置し、県内唯一の第一種感

染症指定医療機関である愛媛大学医学部附属病院と連携して、感染症専門

医をはじめとする専門医療スタッフの育成や知識・技術の向上を図るとと

もに、県内の感染症に関する情報や課題等を関連病院間で共有し、速やか

に感染症に対応できる体制を構築している。 

 

その他  
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事業の区分 4 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
医療 No.21 【総事業費（計画期間の総額）】 

1,447千円 薬剤師支援事業(薬剤師確保事業) 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 県薬剤師会 

事業の期間 令和 5年 4月 1日 ～ 令和 6年 3月 31日【終了】 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

近年の医薬分業の普及、在宅医療への取組み、医療機関での病棟薬剤師

の役割の増大などに伴い、薬剤師不足が大きな問題になっている。 

アウトカム指標：在宅訪問できる薬局の増加。 

在宅訪問できる薬局の増加(R3：342軒→R5：352軒(3％増)) 

事業の内容 

(当初計画) 

県内全域への医薬分業及び在宅医療を推進するため、薬剤師の人材育

成と確保を目的とし、松山大学薬学部及び県外薬学部に対し就職情報誌

や就職セミナー等で愛媛県の魅力を伝え、愛媛県内への就職促進につな

げる事業を実施する。 

また、一人薬剤師の薬局等に対し、周辺地域に勤務する薬剤師の緊急

派遣などの協議・調整を行うための体制整備(主薬局・副薬局薬剤師制

度)を支援する。 

アウトプット指標

(当初の目標値) 

主薬局薬剤師・副薬局薬剤師制度登録件数(20件) 

アウトプット指標

(達成値) 
主薬局薬剤師・副薬局薬剤師制度登録件数(Ｒ5：39件) 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：薬局・医療施設従事薬剤師数(人

口 10万人対数)の増加(医師歯科医師薬剤師数調査) 

→確認できなかった。(R5.12.31現在の調査結果が R6.12頃公表予定) 

このため、えひめ医療情報ネットに報告されている薬局・医療機関に従事

する薬剤師数を代替指標とした。（Ｒ４：2,306人→Ｒ６：2,469人） 

(1)事業の有効性 

 主薬局薬剤師副薬局薬剤師の登録件数は、令和４年度から増減なく 39

件で推移しており、主薬局薬剤師副薬局薬剤師を活用することにより、薬

剤師が少ない薬局においても在宅業務の要望に応えることができるよう

になることから、今後も増加を図る。 

(2)事業の効率性 

愛媛県内には小規模薬局が多数あることから、在宅業務を希望する小規

模薬局が「主薬局薬剤師副薬局薬剤師」を活用することで、県内全域にお

いて効率的に在宅薬局を普及することができる。 

その他  
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事業の区分 6 勤務医の労働時間短縮に関する事業 

事業名 
医療 No.22 【総事業費（計画期間の総額）】 

26,600千円 地域医療勤務環境改善体制整備事業 

事業の対象となる区域 全圏域 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 令和 5年 4月 1日 ～ 令和 6年 3月 31日【終了】 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

救急医療など地域の医療を支える勤務医は、長時間の勤務に従事してい

るが、医師個人の健康の懸念があるため、地域での医療提供体制を確保し

つつ、過酷な勤務環境となっている医師の環境改善を図る必要がある。 

アウトカム指標：特定行為研修を受講した看護師数の増加(R3：10人→R6：

24人) 

事業の内容 

(当初計画) 

医療機関が作成した「勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計

画」に基づく取組みを総合的に実施する事業に対する支援。 

また、特定行為研修に関する研修会等を実施し、研修受講を支援する。 

アウトプット指標

(当初の目標値) 

対象となる施設数：1病院 

アウトプット指標

(達成値) 

対象となる施設数：０病院 

事業の有効性 

・効率性 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標→24人（R6.3末時点） 

(1)事業の有効性 

労働時間短縮により、医師の健康を確保するとともに、タスクシフト／

シェア等病院全体において働き方の見直しに繋がることが期待される。 

令和５年度は補助事業を活用した医療機関はなかったが、各医療機関に

おける医師の働き方改革制度への対応を支援するため、県としては継続し

て補助制度を設けておく必要がある。 

(2)事業の効率性 

勤務医の労働時間短縮を目指すことは、医師個人の生活の質を改善する

ことに留まらず、医師以外の医療従事者の働き方の見直しにも繋がり、効

率的な医療提供体制の構築を促進する効果がある。 

その他  

 

 

 


